
中間見直しまでの成果と今後の課題

• 家庭系は減量効果を維持。
• 事業系は大幅減を達成。しかし
近年横ばい。類似団体より多い。

事業系ごみ減量化の取組強化
宇久地区の統合
西部CCの建て替え、東部CCの基幹改修
焼却灰のセメント原料化
小型家電リサイクルの変更（分別収集）
食品ロスの情報収集及び対応の検討
災害廃棄物処理計画の策定

【中間見直し後】
計画期間：2018～2021年度
計画目標年度：2021年度

廃棄物処理法に基づき、市が策定を義務付けられた、10年間
（2012～2021年度）のごみ処理について基本的な事項を定めた計画。
環境基本計画の改定に合わせて2017年度に中間見直し。

ごみ焼却量 … 5％削減 6％削減 →達成
事業系ごみ搬入量 … 7％削減 11％削減→達成
リサイクル率 … 28.7％ 30.7％ →達成
1人1日平均排出量 … 1,016g未満 989g →達成

対2010(H22)年度比
2016(H28)年度
実績

2016(H28)年度

目標

家庭系ごみ・・・３％削減

事業系ごみ・・・11％削減

課題への適切な対応
成果

計画の位置づけ

家庭系ごみの排出抑制は維持しつつ、

課題

基本方針

自然に恵まれた美しい郷土を次世代へ引き継ぐため、誰も
が積極的に「４Ｒ」に取り組み、循環型社会を形成する。

① ごみの排出抑制と減量化の推進
ごみ処理を通じて、環境負荷に配慮した消費、使用及び廃
棄について意識を高めるための実効性のある仕組みづくり。
（リフューズ、リデュースの推進）

③ 総合的なごみ処理システムの点検・評価
ごみ処理過程において、様々な視点から、更なる効率化と
施設の長寿命化に向けた点検・評価を行う。

② 適正な循環利用と処理の推進
可能な限り循環利用に努めるとともに、適正な処理を行う。
（リユース、リサイクルの推進）

1人1日平均排出量

事業系ごみ搬入量

リサイクル率

ごみ焼却量

処理施設の能力や運営、温室効果ガスや
最終処分量に関係

事業系ごみ対策の効果測定

人口減少の中、直接的なごみ減量化を測定

７％削減

85,921t → 79,635t

48,617t → 42,500t

2010(H22)年度 2021年度

１３％削減

指標と目標

計画期間
2012～2021年度
中間目標年度
2017年度

目標の達成状況

ごみ処理基本計画 中間見直し案の概要①

ダストンくん

27.3％ → ≧34.0％

1,031g → ＜985g

３４％以上

985g未満

P9 P11～12

P1～3

P6～7
P7～8

事業系ごみの減量化（11％達成）
宇久地区の統合の方針決定（分別区分の
統一、２段階有料化制度等の導入、本土
での統合処理）
西部CCの建て替え、東部CCの基幹改修
焼却灰のセメント原料化の変更方針決定
小型家電リサイクルの実施

中間見直し後も踏襲
目標の達成状況及び課題解決の効果を反映し見直し

宇久地区の統合、焼却灰のセメント原料化、
小型家電リサイクルなどによる資源化の
効果測定

大きく
増加

課題への着実な対応



ワンダファミリー

分別区分の変更

市内全域 ４種１５分別

市内（宇久地区除く）

４種１４分別
宇久地区

３種３分別

指定10品目

ごみカレンダー等
でお知らせ

今後の取組のポイント

① 家庭から出るごみの対策

• 産業廃棄物と一般廃棄物の区分や適正処理方法について周知徹底と指導を
図ります。

• 業種別や地域別など、効率的かつ効果的な指導に努めます。
• 各クリーンセンターでごみを搬入する車両の展開検査の効果的な実施に努め、
分別が不十分だったり持ち込めないものがあった場合は、受け入れ拒否や個
別訪問指導などを行い、厳しく対処します

• 食品ロスは、情報収集に努め、啓発・広報等の対応を検討するとともに、３０１０
運動（宴会時の食べ残しを減らすためのキャンペーン）の普及啓発に努めます。

• 市の機密文書のリサイクルについて検討します。
• 事業系ごみ減量化の表彰やユニークな取組の紹介等を検討します。

②事業所等から出るごみの対策

③処理施設の総合整備等

④その他重要な対策

• 大規模災害に備え、「災害廃棄物処理計画」を策定します。
• 重大な犯罪行為である不法投棄には引き続き厳しく対処していきます。

• 施設の効率的かつ安定的な運転を図ります。
• 西部クリーンセンターの建て替えや東部クリーンセンターの基幹的設備の改良
について事業計画に沿って進めます。

• 新西部クリーンセンターでの熱回収を導入します。（ごみ発電）
• 宇久地区のごみを本土へ中継する施設を整備します。
• 灰溶融施設は廃止し、焼却灰はセメント原料化委託へ変更します。
• 最終処分場の拡張計画について検討します。

P13

P14

P15・22

P13・14

P20～25

P26
P27

P15・23

ごみ処理基本計画 中間見直し案の概要②

• ２段階有料化制度を継続しつつ、より利用しやすいよう充実を図ります。
• 転入者や単身者向けの啓発の充実を図ります。
• 食品ロスは、情報収集に努め、啓発・広報等の対応を検討します。
• 小型家電をごみステーションで分別収集します。（４種15分別へ変更）
• 宇久地区は本土との統合に向けて本格的に取り組みます。（４種１5分別へ統一、
２段階有料化制度・粗大ごみ有料化制度の導入、本土での統合処理）

P15～16

＜市内全域＞
ごみ

資源物 かん類

小型家電（市が指定するものに限る）

ＯＡ用紙(感熱紙・カーボン紙を除く)

びん類
燃やせるごみ

ペットボトル

燃やせないごみ 古紙類 飲料用紙パック

粗大ごみ（家庭か
ら排出されるもの
に限る）

廃蛍光管・水銀体温計

廃乾電池

ダンボール

新聞・広告紙

雑誌

古布類
新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

かん類

ごみ ごみ

資源物 かん類 資源物

びん類
燃やせるごみ 燃やせるごみ

ペットボトル

燃やせないごみ 古紙類 燃やせないごみ飲料用紙パック

ダンボール
粗大ごみ（家庭か
ら排出されるもの
に限る）

廃乾電池

新聞・広告紙

雑誌

古布類

廃蛍光管・水銀体温計

ＯＡ用紙(感熱紙・カーボン紙を除く)

2019年度～小型家電の分別収集
2020年度～宇久地区の統合


